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大
分
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号

大
分
県
監
査
委
員
事
務
局　

　

大
分
県
監
査
委
員
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
大
分
県
監
査
委
員
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
代
表
監
査
委
員　
　

長　

谷　

尾　
　
　

雅　
　
　

通　

　

第
二
条
第
一
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
事
務
を
」
を
「
事

務
を
、
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

五　

班
総
括　

大
分
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
（
平
成
四
年
大
分
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号
）
第
四
条
第

　
　

一
項
に
規
定
す
る
参
事
（
総
括
）
、
課
長
補
佐
（
総
括
）
及
び
主
幹
（
総
括
）
を
い
う
。

　

第
六
条
第
二
項
中
「
と
も
に
」
を
「
共
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
と
も
に
」
を
「
共
に
」
に
、

「
、
次
長
の
」
を
「
の
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
本
文
中
「
参
事
（
総
括
）
」
を
「
班
総
括
（
当
該
班
の
所

掌
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
参
事
（
総

括
）
」
を
「
班
総
括
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
第
二
項
中
「
職
員
が
作
成
し
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
行
う
職
に
係
る
」
を
削
り
、
「
大
分
県
電

子
署
名
規
程
（
平
成
十
五
年
大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
三
号
）
」
を
「
大
分
県
電
子
署
名
規
程
（
令
和
七
年
大

分
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号
）
」
に
改
め
、
同
項
後
段
中
「
職
に
係
る
」
を
削
り
、
「
職
証
明
カ
ー
ド
管
守

者
」
を
「
電
子
署
名
記
録
媒
体
等
（
電
子
署
名
記
録
媒
体
及
び
電
子
署
名
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
係
る
Ｉ
Ｄ
、

パ
ス
ワ
ー
ド
等
を
い
う
。
）
の
管
理
責
任
者
（
以
下
「
管
理
責
任
者
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

（
監
査
委
訓
令
）

　

別
表
第
一
の
事
務
局
長
専
決
事
項
の
項
の
第
二
号
中
「
、
課
長
」
を
「
及
び
課
長
」
に
改
め
、
同
項
の
第

四
号
中
「
、
課
長
」
を
「
及
び
課
長
」
に
、
「
振
替
え
等
」
を
「
振
替
等
」
に
改
め
、
同
表
の
課
長
共
通
専

決
事
項
の
項
の
第
三
号
中
「
振
替
え
等
」
を
「
振
替
等
」
に
改
め
、
同
表
の
総
務
・
財
援
監
査
班
班
総
括
専

決
事
項
の
項
の
第
十
号
中
「
第
九
条
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
、
「
集
中
管
理
車
配
車
申
込
書
」
を
「
集

中
管
理
専
任
車
配
車
申
込
書
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
中
「
職
に
係
る
」
を
削
り
、
「
職
証
明
カ
ー
ド
管
守
者
」
を
「
管
理
責
任
者
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


